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奈
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食
品
衛
生
法
施
行
条
例
等
の
一

一

部
を
改
正
す
る
条
例

目

次

ペ
ー
ジ

条

例

公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
生
活
衛
生
課
）

条
文
の
整
備

食
品
衛
生
法
等
の
改
正
に
よ
り
、
次
の
条
例
に
つ
い
て
、
同
法
等
の
条
項
を
引
用
す
る
条

文
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例

ふ
ぐ
の
販
売
及
び
ふ
ぐ
処
理
師
に
関
す
る
条
例

奈
良
県
手
数
料
条
例

奈
良
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例

施
行
期
日

平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
二
月
二
十
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
条
例
第
二
十
二
号

奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

（
奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
）

第
一
条

奈
良
県
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

第
十
五
条
第
一
項

を

第
二
十
六
条
第
一
項

に
改
め
る
。

第
三
条
中

第
十
九
条
の
十
八
第
二
項

を

第
五
十
条
第
二
項

に
改
め
、
同
条
第
二
十
一
号

中

第
五
条

を

第
三
十
五
条

に
、

第
十
九
条
の
十
七

を

第
四
十
八
条

に
改
め
る
。

第
四
条
中

第
二
十
条

を

第
五
十
一
条

に
改
め
る
。

（
ふ
ぐ
の
販
売
及
び
ふ
ぐ
処
理
師
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
二
条

ふ
ぐ
の
販
売
及
び
ふ
ぐ
処
理
師
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中

第
二
十
一
条
第
一
項

を

第
五
十
二
条
第
一
項

に
改
め
る
。

（
奈
良
県
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）

第
三
条

奈
良
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
二
百
三
十
七
の
項
中

第
二
十
一
条
第
一
項

を

第
五
十
二
条
第
一
項

に
、

第
五
条
第
一
号

を

第
三
十
五
条
第
一
号

に
、

第
五
条
第
二
号

を

第
三
十
五
条
第
二
号

に
、

第
五
条
第
三
号

を

第
三
十
五
条
第
三
号

に
、

第
五
条
第
三
号
の
二

を

第
三

十
五
条
第
四
号

に
、

第
五
条
第
四
号

を

第
三
十
五
条
第
五
号

に
、

第
五
条
第
五
号

を

第
三
十
五
条
第
六
号

に
、

第
五
条
第
六
号

を

第
三
十
五
条
第
七
号

に
、

第
五
条

第
七
号

を

第
三
十
五
条
第
八
号

に
、

第
五
条
第
八
号

を

第
三
十
五
条
第
九
号

に
、

第
五
条
第
八
号
の
二

を

第
三
十
五
条
第
十
号

に
、

第
五
条
第
八
号
の
三

を

第
三
十

五
条
第
十
一
号

に
、

第
五
条
第
九
号

を

第
三
十
五
条
第
十
二
号

に
、

第
五
条
第
十
号

を

第
三
十
五
条
第
十
三
号

に
、

第
五
条
第
十
一
号

を

第
三
十
五
条
第
十
四
号

に
、

第
五
条
第
十
二
号

を

第
三
十
五
条
第
十
五
号

に
、

第
五
条
第
十
三
号

を

第
三
十
五

条
第
十
六
号

に
、

第
五
条
第
十
四
号

を

第
三
十
五
条
第
十
七
号

に
、

第
五
条
第
十
四
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印 刷印 刷

奈
良
市
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九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二

【
定

価
】

一
か
月

千
五
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
二
十
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

号
の
二

を

第
三
十
五
条
第
十
八
号

に
、

第
五
条
第
十
五
号

を

第
三
十
五
条
第
十
九
号

に
、

第
五
条
第
十
六
号

を

第
三
十
五
条
第
二
十
号

に
、

第
五
条
第
十
七
号

を

第

三
十
五
条
第
二
十
一
号

に
、

第
五
条
第
十
八
号

を

第
三
十
五
条
第
二
十
二
号

に
、

第

五
条
第
十
九
号

を

第
三
十
五
条
第
二
十
三
号

に
、

第
五
条
第
二
十
号

を

第
三
十
五
条

第
二
十
四
号

に
、

第
五
条
第
二
十
一
号

を

第
三
十
五
条
第
二
十
五
号

に
、

第
五
条
第

二
十
二
号

を

第
三
十
五
条
第
二
十
六
号

に
、

第
五
条
第
二
十
三
号

を

第
三
十
五
条
第

二
十
七
号

に
、

第
五
条
第
二
十
四
号

を

第
三
十
五
条
第
二
十
八
号

に
、

第
五
条
第
二

十
五
号

を

第
三
十
五
条
第
二
十
九
号

に
、

第
五
条
第
二
十
六
号

を

第
三
十
五
条
第
三

十
号

に
、

第
五
条
第
二
十
七
号

を

第
三
十
五
条
第
三
十
一
号

に
、

第
五
条
第
二
十
八

号

を

第
三
十
五
条
第
三
十
二
号

に
、

第
五
条
第
二
十
九
号

を

第
三
十
五
条
第
三
十
三

号

に
、

第
五
条
第
三
十
号

を

第
三
十
五
条
第
三
十
四
号

に
改
め
る
。

（
奈
良
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

第
四
条

奈
良
県
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
十
二

月
奈
良
県
条
例
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
項
第
三
号
中

第
二
十
一
条
第
一
項

を

第
五
十
二
条
第
一
項

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。


